香川県認知症施策推進会議設置要綱
（設置）
第１条　市町の認知症地域支援体制及び認知症ケアに関する先進事例等を収集し、普及させることにより、先進的な取組を行っている市町だけでなく、県内における認知症施策の全体的な水準の向上を図ることを目的として、香川県認知症施策推進会議（以下「推進会議」）を設置する。

（任務）
第２条　推進会議は、次に掲げる事項について検討する。

（１）市町における認知症施策の取組状況の把握や課題の分析、先進的事例の収集
（２）認知症専門医療機関等及び認知症介護に関連する事業者団体等との連携方策についての検討
（３）認知症対応型サービスに関する事業所等の効果的な取組事例の収集
（４）市町における認知症サポーター養成の推進のための方策の検討

（５）市町の市民後見人の取組を支援する方策の検討
（６）若年性認知症の人に対する現状・課題と支援策の検討
（７）その他必要と認められる事項

　
（組織）
第３条　推進会議の委員は、次に掲げる者で構成し、１０名以内とする。

（１）県内の医療関係者(認知症サポート医等)
（２）福祉事業関係者

（３）主任介護支援専門員

（４）認知症高齢者等の家族等の意見を代表する者

（５）認知症ケアに関する有識者
　
（会長及び副会長)

第４条　推進会議に会長及び副会長各１人を置く。

２　会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。

３　会長は会務を統括し、推進会議を代表する。
４　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（任期）

第５条　委員の任期は、２年とする。ただし再任は妨げないものとする。

（専門部会）

第６条　推進会議は必要に応じ、専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。

２　部会は、推進会議の任務のうち、特に定める事項について調査・検討する。
３  部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

４　部会は、必要に応じて専門委員を置くことができる。専門委員は第３条各号に掲げる者のうち、特に専門性の高いと認められる者を委嘱する。
５　専門委員の任期は、特に定める事項の審議が終了するまでとする。
（事務局）
第７条　推進会議の事務局は、香川県健康福祉部健康政策課に置き、会議の招集については、事務局が必要に応じて行うものとする。

　附則
１　この要綱は、平成２３年９月１日から施行する。
　

２　この要綱の施行以後、最初に委嘱された委員の任期については、要綱第５条第１項の規定にかかわらず、平成２５年３月３１日までとする。

　附則

　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
附則

　この要綱は、平成３０年１月１０日から施行する。

附則

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

